
(様式第２－１４号）

R7～R11 沢尻環境保全会○ 十和田錦木

R7～R11 荒町環境保全会

○ 花輪 R7～R11 花軒田環境保全会

○ 八幡平

R7～R11 寺坂地域資源保全会

○ 十和田大湯 R7～R11 大湯湯脇地域資源保全会

○ 花輪

R7～R11 三ツ矢沢地域資源保全会

○ 花輪 R7～R11 新田町農家地域資源保全会

○ 尾去沢

R7～R11 小枝指地域資源保全会

○ 十和田錦木 R7～R11 根市戸地域資源保全会

○ 花輪

R7～R11 小深田地域資源保全会

○ 十和田錦木 R7～R11 錦東環境保全会

○ 花輪

R7～R11 玉内農村環境保全活動部会

○ 十和田毛馬内 R7～R11 毛馬内北部農地保全会

○ 八幡平

R7～R11 上芦名沢水利保全会

○ 八幡平 R7～R11 永田環境保全会

○ 十和田山根

R7～R11 鶴田農地保全会

○ 十和田大湯 R7～R11 関上地域資源保全会

○ 花輪

R7～R11 腰廻田園保全の会

○ 花輪 R7～R11 高市水と土まもり隊

○ 十和田大湯

R7～R11 堀内地域資源保全隊

○ 八幡平 R7～R11 大里農村環境保全隊

○ 十和田大湯

川部資源保全隊

○ 八幡平 R7～R11 大久保農地保全隊

R7～R11 長嶺地域資源保全委員会

○ 八幡平 R7～R11

２号
事業

３号
事業

４号
事業

地域
重点区域
との重複
の有無

○ 八幡平

多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要

令和7年4月1日

鹿角市

　農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律（平成26年法律第78号）第７条第５項の規定に基づ
き、多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定したので、同条第６項の規定に基づき、その概要を下記の
とおり公表する。

記

種類 実施地域等

実施期間 実施主体1号
事業


